
 

キャンペーン期間：2024 年 1 月 4 日（木）～12 月 30 日（月） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※裏面のご注意事項もご確認ください。 
※キャンペーンは予告なく変更・延長もしくは中止する場合があります。 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

商号等：静岡東海証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第８号 加入協会：日本証券業協会 

 ２０２４年スタート！ 

 

つみたて投資枠での 

1 ヶ月あたりのお買付け金額が 

5 万円未満／月 ⇒   500 円 

5 万円以上／月 ⇒ 1,000 円 

 

※2023 年につみたて NISA でお買付けされて
いたお客様は、2023 年 12 月約定分のお買付

け金額からの増額分を対象といたします。 

 

≪つみたて投資枠≫ 
 

成長投資枠での 

期間中のお買付け総額が 

100 万円未満  ⇒ 1,000 円 

100 万円以上 
200 万円未満  
200 万円以上  ⇒ 5,000 円 

※期間中の累計買付約定金額にて判定いたします。

≪成長投資枠≫ 

⇒ 3,000 円 

 お申込み、お問い合わせはお近くの営業店までご相談ください！！ 

   

本店営業部 TEL 054-255-3330 富 士 支 店 TEL 0545-66-5555 

浜 松 支 店 TEL 053-453-4191 沼 津 支 店 TEL 055-927-1011 

掛 川 支 店 TEL 0537-22-3211 藤 枝 支 店 TEL 054-636-7555 

 



 

 

≪新ＮＩＳＡ制度概要≫  

 
つみたて投資枠 成長投資枠     

制度期限 なし 

非課税保有期間 無期限 

年間投資枠 120 万円 240 万円 

非課税保有 
限度額 

1,800 万円 
（成長投資枠はうち 1,200 万円まで） 

対象商品 
長期の積立・分散投資に適した 

一定の株式投資信託 
上場株式・ 

株式投資信託等 

買付方法 定時・定額の積立投資 制限なし 

非課税投資枠 
の管理 買付金額で管理／売却分の枠の再利用可能 

対象年齢 18 歳以上の日本居住者（非課税口座が開設される年の 1 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 ≪ご留意事項≫ 

当社で取扱う商品等へのご投資のうち株式等へのご投資には約定代金に対して最大 1.265%(税込)(但し
最低 2,750 円(税込))の国内株式委託手数料が必要となります。投資信託の場合は、銘柄毎に設定され
た販売手数料および信託報酬等の諸経費等が必要となります。また各商品等には価格の変動等による損失
を生じるおそれがあります。商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前
交付書面や目論見書またはお客さま向け資料をよくお読み下さい。  

≪注意事項≫ 
〇キャンペーン期間中に受渡が完了するお取引が対象となります。受渡までの日数は商品毎に異なります

ので詳細は各営業店にご確認ください。 
〇分配金再投資コースの再投資によるお買付けは対象となりません。 
〇つみたて投資枠のお買付け分については 2023/12/27 引落し 1 月約定分～2024/11/27 引落し 2024

年 12 月約定分までが対象です。なお、つみたて投資枠のお申込みから引落買付開始までは 1 ヶ月半～
2 ヶ月程度お時間がかかりますので、お申し込みはお早めにお願いいたします。（2024 年 12 月までにお
買付けいただく場合、10 月中旬頃までにお申込みが完了している必要があります。お手続きの詳細は最寄りの営業
店等にてご確認ください。） 

〇つみたて投資枠は、期間中に最低 1 回のお買付けが完了しており、かつそれを含めて 3 ヶ月連続での
お買付け完了を当社が確認した後のプレゼント入金となります。 （2024 年 12 月約定分からつみたて投資枠
の利用を開始されるお客様の場合、プレゼント入金は 2025 年 2 月のお買付け完了確認後となります。） 

〇プレゼントは NISA 口座でのお買付けを当社が確認した後にお客様の証券口座へ入金いたします。ただ
し以下の場合はプレゼントの対象となりません。 

・プレゼント入金時に口座廃止のお手続きをされている場合 
・NISA でのお買付け後に税務署の口座開設審査の結果 NISA 口座を利用できず課税口座での取扱い

となった場合 
・NISA 非課税枠超過により課税口座での取扱いとなった場合等 

〇他の当社キャンペーンとの併用が可能です。 
〇他金融機関で NISA 口座を開設されている場合、現在開設されている金融機関で金融機関変更のお手続

きが必要です。なお、その年に既に NISA 口座で買付けを行っていた場合、その年中は金融機関の変更
ができませんのでご注意ください。 

 
※2023 年 12 月現在の情報に基づき作成しています。制度の内容等は今後変更される場合があります。 

併用可 

1.配当金や売買益が非課税！！ 
2.制度が恒久化！非課税保有期間が無期限化！！ 
3.人生 100 年時代、自分自身のライフプランに合わ

せた資産形成が可能！！ 

ＮＩＳＡの３つのいいさ！ 

 

 


